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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成29年６月30日に提出いたしました第62期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）有価証券報告書に

添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載があり

ましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

　

２ 【訂正事項】

　独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

　(訂正前)

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

　　(省略)

＜内部統制監査＞

　　(省略)

監査意見

当監査法人は、ヤマト・インダストリー株式会社が平成29年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準

に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

　(訂正後)

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

　　(省略)

＜内部統制監査＞

　　(省略)

監査意見

当監査法人は、ヤマト・インダストリー株式会社が平成29年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準

に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

 
強調事項

会社は、内部統制報告書に記載のとおり、平成29年1月6日付けの株式取得により連結子会社となった 株式会社ハイ

モールドについては、内部統制の評価に必要とされる相当な期間が確保できないため、やむを得ない事情により財務報

告に係る内部統制の一部の範囲について十分な評価手続きが実施できなかった場合に該当すると判断して、期末日現在

の内部統制評価から除外している。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上
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